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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】埋め込まれるときに、周囲組織へ殆ど炎症を生
じさせないようなインプラントを提供する。
【解決手段】骨接合用ネイルは、先端部と後端部とを含
むシャフトを有する。後端部１０は、少なくとも１つの
凹部２１と少なくとも１つの凸部２２とを含む端面を有
しており、１つの凹部と隣接する凸部との間の移行部２
３が、円滑にされる。端面２０は、医療器具が骨接合用
ネイルの後端部に対して端面に結合されるときに、医療
器具から骨接合用ネイルのシャフトに回転力だけでなく
並進力を伝達するように形成されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨接合用ネイルであって、当該骨接合用ネイルが、
　前記骨接合用ネイルの埋め込みの際に身体に最初に案内されるように適合された先端部
と、前記骨接合用ネイルの埋め込みの際に身体に最終的に案内されるように適合された後
端部とを含むシャフトを有しており、
　前記後端部は、凹部と凸部とを含む端面を有しており、前記凹部と前記凸部との間の移
行部が、円滑に形成される、
　骨接合用ネイル。
【請求項２】
　前記端面は、医療器具が前記シャフトの後端部に対して端面で結合するときに、前記医
療器具から前記シャフトに回転力及び並進力を伝達することが可能である、
　請求項１に記載の骨接合用ネイル。
【請求項３】
　前記端面は、前記シャフトの周囲に沿った波形状を示す、
　請求項１又は２に記載の骨接合用ネイル。
【請求項４】
　前記波形状は、正弦波状の波形である、
　請求項３に記載の骨接合用ネイル。
【請求項５】
　前記端面は、２つ以上の凹部同士の間に凸部を有するような２つ以上の凹部を含む、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の骨接合用ネイル。
【請求項６】
　前記端面は、対象埋込み部位における骨外側面の形状に対応しており、それによって、
前記骨接合用ネイルの端面は、該骨接合用ネイルが骨内に挿入されたときに、前記端面を
取り囲む骨表面と面一になる、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の骨接合用ネイル。
【請求項７】
　前記骨接合用ネイルは、固定ねじ（５０）を受容するための貫通孔（１３）を含む髄内
ネイルであり、前記貫通孔が、前記シャフトの長手方向と交差する方向に前記シャフトを
貫通して延びている、
　請求項６に記載の骨接合用ネイル。
【請求項８】
　前記端面の凹部は、該端面の外側エッジ部に隣接して配置されており、前記凹部の最深
点が、前記貫通孔（１３）の軸線と整列する、
　請求項７に記載の骨接合用ネイル。
【請求項９】
　埋め込れたときに、前記骨接合用ネイルを固定するための骨接合用スクリューをさらに
有する、
　請求項５に記載の骨接合用ネイル。
【請求項１０】
　前記後端部に軸線方向孔（１１）をさらに含んでおり、該軸線方向孔は、前記シャフト
の長手方向に延びており且つ医療器具を取外し可能に固定するための雌ねじを含む、
　請求項１～９のいずれか一項に記載の骨接合用ネイル。
【請求項１１】
　前記後端部に軸線方向孔（１１）をさらに含んでおり、該軸線方向孔は、前記シャフト
の長手方向に延びており且つ医療器具を取外し可能に固定するためのバヨネット式連結器
の機構を含む、
　請求項１～９のいずれか一項に記載の骨接合用ネイル。
【請求項１２】
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　医療器具をさらに有しており、該医療器具は、前記骨接合用ネイルの後端部における前
記端面に対応するような接触面を含むインプラント係合部を有する、
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の骨接合用ネイル。
【請求項１３】
　前記医療器具は、前記骨接合用ネイルの埋め込みの際に、前記骨接合用ネイルを操作す
るための固定ねじ及び／又は駆動工具の案内を補助するようなターゲット・デバイスであ
る、
　請求項１２に記載の骨接合用ネイル。
【請求項１４】
　前記骨接合用ネイルの後端部における前記端面に結合するように適合された第１端部（
３１）と医療器具に結合するように適合された第２端部とを含むアダプター要素をさらに
有する、
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の骨接合用ネイル。
【請求項１５】
　前記ネイルの後端部は、２．５～３．８ｍｍの間のピーク振幅に対してピークを有する
ような３つの凸部と３つの凹部とを含む、
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の骨接合用ネイル。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプラントに関する。具体的には、本発明は、骨接合用ネイル等の骨イン
プラントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インプラント、具体的には骨インプラントは、埋込みの際に身体に最初に案内されるよ
うに適合された部分又は区分又は端部を含んでいる。この明細書では、このような部分又
は区分又は端部は、先端部又は先端区分又は先端端部として表現される。その結果、イン
プラントの反対側の部分又は区分又は端部が、最後に身体に案内されるように適合され、
この反対側の部分又は区分又は端部は、インプラントを身体に挿入するための工具と係合
するようにさらに構成されている。以下では、このような反対側の部分又は区分又は端部
は、後端部又は後端区分又は後端端部として表現される。
【０００３】
　骨インプラントには、骨接合用ピンやネイル又はスクリューがある。骨接合用ネイルは
、例えば、大腿骨用ネイルや上腕骨用ネイル又は脛骨用ネイル等の髄内ネイルである。骨
接合用スクリューは、骨折した断片を固定するねじであってもよく、又は骨接合用ネイル
を骨に係止する固定ねじであってもよい。
【０００４】
　しかしながら、骨の解剖学的変異によって、骨インプラントの後端部が、骨表面の上方
に飛び出ることが起こる。インプラントの後端部は、ターゲット又は照準デバイスに向い
た相互接続部として機能する。中実の固定を形成するために、ネイルには、インプラント
の挿入及び取外しの際に、正確な位置合わせ、十分な固定、加えられる力を制御するため
のターゲット・デバイスのポスト（柱）にペグを嵌合させるための溝が設けられてもよい
。患者は、手術をした後のこの領域で、特にインプラントの後端部が骨から飛び出ている
ときに、痛みを訴えることがある。この痛みは、インプラントの後端部における鋭いエッ
ジ部によって引き起こされることがある。このようなエッジ部によって、周囲の軟組織に
炎症及び／又は損傷が生じる。
【０００５】
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　特許文献１は、典型的な従来技術の髄内ネイルを開示する。
　特許文献２は、骨の一部を一緒に固定するための髄内ネイルを説明している。ラグスク
リューが、半径方向の孔を通じてこのネイル内に延びている。さらに、キャップスクリュ
ーが、ラグスクリューを保持するためにこのネイルの後端部にねじ込まれてもよい。ここ
でこのラグスクリューは、球状の頭部を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７，７６３，０２２号
【特許文献２】米国特許第６，４４３，９５４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の一態様は、埋め込まれるときに周囲組織へ殆ど炎症を生じさせないようなイン
プラントに提供するものとして規定することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　これは、独立請求項に記載の主題によって実現される。さらなる実施形態が、従属請求
項に記載されている。
　一般的に、インプラント、具体的には骨接合用ネイルは、先端部と後端部とを含むシャ
フトを有する。後端部は、少なくとも１つの凹部と少なくとも１つの凸部とを含む端面を
有する。１つの凹部と隣接する凸部との間の移行部が、円滑にされている。端面は、医療
器具がインプラントの後端部に対して端面で結合されるときに、医療器具からインプラン
トのシャフトに回転力だけでなく並進力も伝達するように形成されている。この医療器具
は、米国特許第５，１７６，６８１号に示されるようなターゲット・デバイスであっても
よいが、本発明のネイルの端部と嵌合するように適合された形状を有する。
【０００９】
　なお、「円滑」とは、いかなるエッジ部も有さない形状、具体的にはいかなる鋭いエッ
ジ部も有さない形状を指すことを理解されたい。すなわち、端面は、途中で途切れること
のない形状に形成されている。インプラントの端面と周方向の外周面との間のエッジ部に
は、面取りが設けられてもよく、滑らかになるように丸められてもよい。すなわち、軟組
織が、端面を含むインプラントの後端部と接触しているときに、この軟組織の炎症を生じ
させるようないかなるエッジ部も形成しないようにする。
【００１０】
　一実施形態によれば、端面は、シャフトの周囲に沿った波形状を示しており、この波形
状は、正弦波形状であってもよい。波形状は、ネイル後端部の長手方向軸線の方向に延び
ている。ターゲット端部における外周は、概して円筒形状である。
　なお、波形状は、１つの凹部と１つの凸部とだけを有しており、端面は、インプラント
の長手方向軸線に対して勾配の付いた又は傾斜した面として形成されてもよいことに留意
されたい。
【００１１】
　一実施形態によれば、端面は、２つ以上の凹部を含んでおり、凹部は、２つ以上の凹部
同士の間に凸部を含む。
　以下の利点は、波形状を有する端面によって実現することができる。
　　・周囲組織の衝突を低減することができる。
　　・骨表面に適合するような輪郭が形成されてもよい。
　　・金属が、より小さな寸法及び低コスト化を可能にするプラスチック材の相互接続部
になってもよく、インプラントと工具との間の領域の応力が低減される。
　　・組立の際に、インプラントと工具とを容易に自己調心することができる。
　　・精度を有する遊びを含む相互接続部が可能となる。
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【００１２】
　別の実施形態によれば、端面は、対象埋込み部位において骨外側面の形状に対応してお
り、それによって、インプラントの端面は、このインプラントが骨内に挿入されるときに
、端面を取り囲む骨外側面と面一にされてもよい。例えば大腿骨頭等の対象埋込み部位に
依存して、端面は、別の凹部と別の凸部とを含む複合波形状を有する。
【００１３】
　例示的な骨インプラントは、固定ねじを受容するための貫通孔を含む髄内ネイルであっ
てもよく、この貫通孔は、横方向にシャフトを貫通して延びているが、シャフトの長手方
向軸に対して傾斜している。端面の凹部は、最深点又は最下点を有しており、この最深点
又は最下点を貫通孔の軸線と整列させることができる。
【００１４】
　骨インプラントは、骨接合用スクリューであってもよい。例えば、骨接合用スクリュー
は、髄内ネイルのシャフトにおける横方向の貫通孔に受容されるような固定ねじであって
もよい。骨接合用スクリューが、骨の軸線に対して（垂直でない）傾斜した角度で挿入す
ることができ、すなわち骨の外側面に対して少なくとも角度を付けて挿入されており、骨
接合用スクリューの後端部は、スクリューの案内点又は領域における骨の外側面の形状に
対応するような波形状又は波状の形態を含む端面を有する。こうして、骨外側面が円筒形
状である場合には、次に、スクリュー受容端部は、骨表面に一致する高いポイントと低い
ポイントとを有する。
【００１５】
　別の実施形態によれば、インプラントは、少なくとも後端部に形成された孔をさらに有
しており、この孔は、シャフトの長手方向に延びている。長手方向孔は、埋め込みの際に
インプラントを操作するための駆動工具等又はターゲット・デバイス等の医療器具を取外
し可能に固定するための雌ねじを含んでいる。
【００１６】
　あるいはまた、インプラントは、駆動工具又はターゲット・デバイス等の医療器具を取
外し可能に固定するためのバヨネット式連結器の機構を含むような後端部において長手方
向孔をさらに有する。従って、１つ以上の溝が、長手方向孔の内面に設けられてもよく、
各溝は、ピン形状構造体を受容するように構成される。なお、インプラントの後端部は、
医療器具において形成されたバヨネット溝内で係合するようなピン形状構造体も含んでよ
いことを理解されたい。このような構造は、米国特許第７，９０１，４１０号や、米国特
許第８，３３７，５０５号に示されている。
【００１７】
　一実施形態によれば、上述したようなインプラントを有するシステムが提供されており
、インプラント係合部を含む医療器具は、インプラントの後端部における端面に対応する
ような接触面を有する。医療器具は、インプラントの埋め込みの際に、インプラントを操
作するための固定ねじ及び／又は駆動工具の案内を補助するための照準又はターゲット・
デバイスであり得る。
【００１８】
　別の実施形態によれば、システムは、インプラントの後端部における端面に結合するよ
うに適合された第１端部と、医療器具に結合するように適合された第２端部とを有するア
ダプター要素をさらに有する。このアダプター要素を用いることにより、滑らかな端面を
有するインプラントを用いて、通常の照準機器又は駆動工具を利用することが可能になる
。
【００１９】
　なお、当業者は、他に注記されない限り、一実施形態に属する特徴の任意の組み合わせ
に加えて、別の実施形態に係る特徴の任意の組み合わせが、本願で開示されるものとして
考慮することを上述した及び以下の説明から推量できる。
【００２０】
　本発明の例示的な実施形態のこれら及び他の目的、特徴及び利点は、添付の特許請求の
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範囲と併せて考慮されるとき、以下の例示的な実施形態の詳細な説明を理解すれば明らか
になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】骨接合用ネイルの後端部に結合された医療器具を示す図である。
【図２】図１の組合せた状態の断面図である。
【図３】第１の実施形態に係る骨接合用ネイルの後端部の斜視図である。
【図４】大腿骨内の髄内ネイルの斜視図である。
【図５】大腿骨内の髄内ネイルの側面図である。
【図６】第２の実施形態に係る骨接合用ネイルの後端部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明を、添付の図面を参照して例示的な実施形態として詳述する。
　なお、図面中の図は、単に概略的なものであり、縮尺通りではないことに留意されたい
。図面を通して、特に言及しない限り、同一の参照符号及び文字は、図示された実施形態
の同様の特徴、要素、構成要素、又は部分を示すために使用される。さらに、本発明は、
図面を参照しながら詳細に説明するが、その説明は例示的な実施形態に関連して行われ、
図面に示された特定の実施形態に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲によっ
て規定される。
【００２３】
　図１及び図２には、ターゲット・デバイス又は駆動工具等の医療器具、又は医療器具と
インプラントとの間に配置されたアダプタ要素の結合部３０と一緒にされるインプラント
の後端部１０が示されている。結合部３０は、インプラント係合部３１を含む。このイン
プラント係合部は、インプラントの後端部における端面の波形状に対して相補的な波形状
を含む端面を有する。
【００２４】
　結合部は、第１孔部３３と第２孔部３５とを含むような内部貫通孔をさらに有する。第
１孔部は第１直径を有しており、第２孔部は第２直径を有しており、第２直径は第１直径
よりも小さい。第１直径から第２直径への移行部は、肩部３４によって形成されている。
軸線方向孔１１は、インプラントの後端部１０に形成されており、この軸線方向孔は雌ね
じ部を含む。
【００２５】
　図２に示されるように、結合部３０は、固定ねじ４０によってインプラントの後端部１
０に堅固に接続される。固定ねじ４０は、ねじ頭４１とねじ山４２とを含む。ねじ頭の外
径は、結合部の第１孔部３３の第１直径に嵌合する、すなわち、ねじ頭の外径は、第１孔
部３３の第１直径よりわずかに小さい。ねじ山４２の外径は、結合部３０の第２孔部３５
の第２直径に嵌合する、すなわち、ねじ山４２の外径は、第２孔部３５の第２直径よりわ
ずかに小さい。それによって、固定ねじ４０は、肩部３４に載置されるねじ頭４１と共に
アダプタの孔内に受容される。
【００２６】
　固定ねじは、この固定ねじが、結合部３０から飛び出てインプラントの後端部１０内に
突出するような長さを有しており、それによって、ねじ山４２は、後端部１０における軸
線方向孔１１のねじ部に係合する。固定ねじ４０によって、結合部３０のインプラント係
合部３１の端面とインプラントの後端部１０における端面とを一緒に圧迫することができ
る。これによって、結合部、従って医療器具が、所定の向きでインプラントに嵌合され、
且つ嵌合する端面の波形状によって、並進方向及び回転方向の両方向への力の伝達を可能
にする。固定ねじにより軸線方向に及ぼされた力によって、端面が互いに摺動することが
可能になる。このような構成では、力伝達のためのエッジ部は必要ではない。
【００２７】
　図３には、骨接合用ネイルの後端部１０の斜視図が示しており、具体的には端面２０の
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実施形態が示されている。端面２０は、軸線方向孔部１１の内面と外面１４との間に延び
るリング形状の表面である。図３では、端面２０は、２つの凹部又は窪み部２１と、二つ
の凸部又は隆起部２２とを含む。凹部２１と凸部２２との間の各々の移行部２３は円滑で
ある。円滑とは、鋭いコーナー部が存在しないことを意味しており、例えば端面２０は、
連続的に湾曲してもよい。この実施形態では、凹部は、幅毎に互いに異なる。凹部は、深
さ毎に互いに異なることも理解されたい。端面２０は、軸線方向孔１１の開口部の周りの
、骨接合用ネイルの後端部の周囲上で連続している波形状（例えば正弦波）によって規定
される。端面２０は、３つ又は４つの凸部と凹部とを有することができる。３つの凹部と
凸部とを含む端面の一実施形態が、図６に示されている。凸部ピークから凹部ピークまで
の距離は、２～３．８ｍｍである。３つのピークを含む設計では、ピークは、１００～１
３０°離れていてもよい。３つのピークを含む１５．５ｍｍ直径の近位ネイルでは、例え
ば、ピークは、Ｐｉ＋１５．５ｍｍ／３である１６．２３ｍｍ（１２０°）程度間隔を空
けられている。
【００２８】
　図３にさらに示されるように、後端部１０は、軸線を規定する横孔１３を含む。凹部２
１の最深点を、横孔１３の軸線と整列させることができる。こうして、結合部３０は、骨
接合用ネイルの後端部に対して所定の向きを有する。これは、照準又はターゲット・デバ
イスを骨接合用ネイルに結合させるときに、特に関係する。
【００２９】
　図４及び図５には、インプラントが、大腿骨の近位端から大腿骨の髄質チャネルに既に
埋め込まれた状態の大腿骨の髄内ネイルの実施形態が示されており、固定ねじ５０が、骨
接合用ネイルの横孔１３を通して大腿骨頭に挿通される。
【００３０】
　固定ねじ５０は、骨内にねじ込まれるように適合されたねじ部５１と、駆動工具と係合
するための後端部５２とを含む。これらの実施態様では、後端部５２は、スロットを含む
クラウン形状を有している。ここで、対応する駆動工具は、ねじを実質的に回転させるた
めにこのクラウンを係合するための構造体を有しており、ねじを骨内にねじ込む。なお、
固定ねじの後端部が、ここで説明されているように、滑らかな端面を含む後端部を有する
ことを理解されたい。
【００３１】
　図４及び図５にはさらに、大腿骨接合用ネイルの後端部１０における円滑な端面２０が
、このネイルの案内点において、すなわち大腿骨の大転子において骨の外形に実質的に対
応するような輪郭を有するように示されている。
【００３２】
　本発明は、図面及び前述した説明において詳細に図示し且つ説明してきたが、このよう
な例示及び説明は、例又は例示として考えるべきであり、これらの例又は例示に限定され
るものではない。本発明は、開示された実施形態に限定されるものではない。開示された
実施形態に対する他の変形は、図面、明細書の開示、及び添付の特許請求の範囲の調査か
ら、請求項に記載された発明を実施する当業者によって理解され且つ実現することができ
る。
【００３３】
　請求項において、単語「備える、有する、含む(comprising)」は、他の要素を排除する
ものではなく、不定冠詞「１つの(a),(an)」は、複数を排除するものではない。
【００３４】
　特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これらの
手段の組み合わせが有利に使用できないことを示すものではない。特許請求の範囲におけ
る任意の参照符号は、特許請求の範囲を限定するものと解釈すべきではない。
【符号の説明】
【００３５】
　　１０　シャフトの後端部
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　　１１　雌ねじを含む軸線方向孔部
　　１２　軸線方向孔部
　　１３　横孔
　　１４　外面
　　２０　端面
　　２１　凹部
　　２２　凸部
　　２３　移行部
　　３０　結合部
　　３１　インプラント係合部
　　３２　工具係合部
　　３３　第１孔部
　　３４　肩部
　　３５　第２孔部
　　４０　固定ねじ
　　４１　ねじ頭
　　４２　ねじ山
　　５０　固定ねじ
　　５１　固定ねじ山
　　５２　固定ねじの工具係合部
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